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第 ２ 章  雇 用 の 促 進 

 

第１節 雇用対策の背景 

 

 平成 20 年のリーマンショックによる世界的な経済危機の影響を受けて急激に悪化した県内の雇用

情勢も、平成 21 年後半から緩やかに持ち直しを続けてきた。平成 23年３月の東日本大震災や長野県

北部地震の影響、平成 24 年の欧州に端を発する世界経済の減速の影響などで弱い動きとなったもの

の、平成 25 年に入り、経済政策への期待や株高等を背景に家計や企業のマインドが改善し、景気と

連動する形で、雇用情勢も着実な改善傾向が続いている。 

 県内の有効求人倍率から見ると、平成 21年７月及び８月に全国平均を下回る過去最低の 0.39 倍を

記録して以降は徐々に上昇し、平成 26年１月には５年６か月ぶりに１倍台を回復した。平成 27年１

月現在では 1.23倍と、７年 11か月ぶりの高い水準となっている。 

 完全失業率については、2.5％（平成 26 年 10～12 月期の推計値）と、前年同期に対し 0.8 ポイン

ト低下し、平成 27年１月分の全国平均 3.6％に対しても下回っている状況。 

 総体的な判断としては、着実な回復傾向が続いてはいるものの、非正規求人の割合は依然として高

く、まとまった人員整理の発生もあり、景気の動向と併せて、今後の雇用情勢については注意深く見

守っていく必要がある。 

 こうした雇用情勢の中で、離職・失業者等のための雇用機会の確保や就労に関する相談体制の充実

等に引き続き取り組んで行くことが必要であり、また、就労に悩みや問題を抱えた若者や、就職が困

難な障がい者・高齢者等に対する就業支援、子育て女性の再就職支援など、求職者の希望に応じたき

め細かな支援を行い、雇用の促進と安定を図っていくことが重要である。 

 一方では、県内中小企業においては、専門的な技術者等の人材が不足しているという雇用のミスマ

ッチも生じており、これらの課題を踏まえた総合的な雇用対策を推進していく必要がある。 

 

【有効求人倍率の推移（新規学卒を除きパートを含む。季節調整替後）】 

 
20 

年度 

21 

年度 

22 

年度 

23 

年度 

24 

年度 

25 

年度 

26 年 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

８月 

 

９月 

 

10 月 

 

11 月 

 

12 月 

27 年 

１月 

 

２月 

全国 0.77 0.45 0.56 0.68 0.82 0.97 1.08 1.09 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.12 1.14 1.14 1.15 

県 0.82 0.43 0.62 0.75 0.82 0.92 1.08 1.08 1.09 1.11 1.12 1.12 1.13 1.14 1.16 1.23 1.21 

 順位       21 22 20 18 17 16 17 16 18 14 14 
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第２節  若者の就業支援 

 

 職業意識やコミュニケーションスキルの醸成が不十分で、働く自信や社会性が欠けている、ある

いは自分に適した職業がわからないなどの理由から、学卒後の安定した職業生活への移行が円滑に

行えない若者に対して、キャリア・コンサルティングやセミナー、就労体験等を通じた就業支援（職

業的自立のための支援）を実施する。 

 また、産業界を担う優秀な人材の確保と地域活性化を図るため、県内外に進学している学生に対

し、県内企業の魅力発信や出会いの場の創出などで理解を深め、県内就職を促進する。 

 

第１ ジョブカフェ信州運営事業（予算額 52,492 千円） 

 学生を含め 40 代前半までの方に対して、キャリア・コンサルティング、就職情報の提供、職業

紹介の３つのサービスをワンストップで提供するとともに、現下の厳しい雇用情勢に鑑み、離職を

余儀なくされた失業者の正規雇用に向けたキャリア相談等きめ細かな支援を実施する。 

                                 【H26.4～H27.2 単位：人】 

区  分 

 
セミナー・

ガイダンス 
出張コンサ

ルティング 
利用者総数 

 

就職確認者

数 
来所者数 うちｷｬﾘｱ・ 

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ   

うち 

職業相談 

合  計 9,039 1,798 4,024 12,723 148 21,910 1,002 

１日平均 44.5 8.9 19.8 62.7 0.7 107.9 － 

厳しい雇用情勢に鑑み、平成 21 年１月から離職を余儀なくされた方を対象に緊急雇用対策事業

を実施。 

○ 緊急雇用相談窓口 アドバイザーによる情報提供・職業紹介等を行う。 

○ 移動ジョブカフェ ハローワークと連携し、事業所・地方事務所等で説明会・個別相談を行

う。 

○ 再就職支援合同企業面接会 ハローワークと共催で実施し、ジョブカフェカウンセリングコ

ーナーの設置を行う。 

 

第２ 新規学卒者就職促進事業（予算額 48,757 千円） 

① 多面的な就職情報提供 

○ 就職情報提供サービス：学生や保護者、大学等の就職担当課に就職情報を提供 

○ 長野県で働こう 学生向け就職支援 Facebook ページ：SNSを活用して就職情報を発信 

○ 信州人キャリアナビ：県が委託運営する WEB サイト（求人ナビ）を活用して中小企業の魅力

を発信 
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○ 大学等訪問：U ターン就職促進の協定校を増加し、大学等との連携を強化する。また、大学

等主催の就職支援イベントに参加し、学生の県内就職を支援 

※ Uターン就職促進に関する協定締結校 24 校（H27.3.31 現在） 

学校名 所在地 学校名 所在地 

愛知工業大学 愛知県豊田市 駒澤大学 東京都世田谷区 

東京都市大学 東京都世田谷区 大月短期大学 山梨県大月市 

埼玉工業大学 埼玉県深谷市 戸板女子短期大学 東京都港区 

京都女子大学 京都府京都市 千葉商科大学 千葉県市川市 

龍谷大学 京都府京都市 明海大学 千葉県浦安市 

帝京科学大学 東京都足立区 高崎経済大学 群馬県高崎市 

相模女子 大学 神奈川県相模原市 日本工業大学 埼玉県南埼玉郡 

実践女子大学 東京都日野市 大東文化大学 東京都板橋区 

立命館大学 京都府京都市 新潟薬科大学 新潟県新潟市 

神奈川大学 神奈川県横浜市 山梨学院大学 山梨県甲府市 

共立女子大学 東京都千代田区 山梨学院短期大学 山梨県甲府市 

成城大学 東京都世田谷区 国士舘大学 東京都世田谷区 

 

② 学生、企業、大学の出会いの場の創出支援 

○ 銀座 NAGANO を県内企業の個別説明会や面接会場として活用し、学生の負担を軽減するとと

もに、県内企業の人材確保を支援 

○ 県内企業の若手社員を就職応援隊に認定し、企業と協働で長野県への就職を促進 

○ 県内、首都圏及び関西圏で合同企業説明会を開催して学生の負担を軽減するとともに、就活

力強化研修を同時開催して、地元就職を促進 

○ 県内外の大学との情報交換会を県内で開催し、都市部との人材確保競争が激化している県内

企業の採用活動を支援 

③ Ｕターン就職状況調査：県出身学生が多数在学する県外大学等へ調査票を送付し、県出身学生

のＵターン就職状況を調査 

 

第３ 信州わかもの就職応援事業（予算額 96,061 千円） 

① 趣 旨 

厳しい雇用情勢が続く中、大学等を卒業しても就職先が決まっていない若者や、非正規就労を

余議なくされている若者の正規雇用を目指すとともに、首都圏からの若年層の還流を促すため、

就労するための基礎的な研修と職場実習とを組み合わせた事業等を実施し、人材確保が困難とな

っている県内企業の求める人材を育成し、新たな雇用機会を創出する。 

② 事業内容 

プロポーザルにより選定されて県と委託契約を締結した受託事業者が、対象者（研修生）を有

期雇用した上で、２週間程度の基礎的な研修（基礎的マナー、職業観形成、対人関係等の研修）
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と、２か月程度の企業での職場実習を実施する。 

③ 対象者 

未就職又は非正規就労の状態にあり、過去に継続して正規雇用された経験の乏しい、概ね 39

歳までの若年者 

④ 成果目標 

研修参加者 100人、うち職場実習先での継続雇用 80人（８割） 

 

第４ 若年者早期離職防止・就職定着等支援事業 

県内中小企業における内定辞退・新規学卒者の早期離職を防ぐために、採用担当及び管理者を対

象とした管理研修、定着支援研修を行うとともに、若手社員に対する研修を行い、入職者の確保や

職場定着率の向上につなげ、企業組織の活性化を図るための事業を実施する。 

 

第５ 地域と若者のマッチング事業 

県内企業の若手社員とＮＰＯ法人、自治体職員、大学生などが地域・企業・世代を超えて、地域

課題解決のためのゼミなどを通じ、若手社員の会社への帰属意識を高め、定着率の向上を図るとと

もに、ゼミ参加者を中心とした合同説明会を開催し、雇用の拡大を図るための事業を実施する。 

 

第６ 若年者地域連携事業（厚生労働省委託事業） 

ジョブカフェ信州との連携事業として、委託を受けた民間団体が地域の関係者と連携して、若年

失業者やフリーター等の安定雇用や早期離職の防止を目的に、ネットカウンセリングや就職支援セ

ミナー、ジョブクラブなどの様々な支援事業を実施する。 

平成 26年度は、（株）コミュニケーションズ・アイが受託し実施。 

 

第７ 地域における若者自立支援ネットワーク事業 

いわゆる「ニート」等の若者の自立を支援するため、地域において若者自立支援ネットワークを

構築し、若者の職業的自立支援の取組を一層促進する。 

① 地域若者サポートステーション事業（厚生労働省委託事業） 

平成 18 年度から厚生労働省が委託した全国の若者支援の実績やノウハウのあるＮＰＯ法人、

株式会社などが実施しており、県内では、平成 18 年度からＮＰＯ法人ジョイフル、平成 20 年度

からはＮＰＯ法人侍学園スクオーラ・今人、企業組合労協ながのが受託し、３団体が実施した。

（平成 26年度は、全国 160か所で実施） 

キャリア形成にかかる相談を含めた総合的な相談支援や心理カウンセリングを実施するとと

もに、地域による若者支援機関のネットワークを活用し、必要な支援が継続的に受けられるよう、

支援状況等を一元的にフォローしている。 
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平成 27年度においても、県内では、ＮＰＯ法人ジョイフル（塩尻市）、ＮＰＯ法人侍学園スク

オーラ・今人（上田市）、企業組合労協ながの（長野市）が引き続き受託し実施する。 

② 地域における若者自立支援ネットワークの整備 

地域若者サポートステーションを中心に地域の若者支援機関のネットワークを構築し、ネット

ワークを通じて支援の必要な若者を把握するとともに、関係機関が連携して若者の自立支援に取

り組む。 

 

 

第３節  女性の就業支援 

  

就職環境がより厳しい子育て期の女性の就業の確保・拡大を図るため、地方事務所商工観光課に

配置の女性就業支援員等により職業相談に応じ、各種情報提供やアドバイスを行う。また、同課に

配置の求人開拓員が、求人開拓、紹介状の発行等を行い、ワンストップでの就業支援サービスを提

供する。 

 

子育て女性の再就職支援 

○ 女性の就職応援プロジェクト事業（予算額 49,424千円） 

   子育て等により離職した女性の再就職や育休復帰後の就業等に悩みを持つ子育て中の女性に対

し、保育や仕事についてのきめ細かな相談から、託児付きの就職支援セミナーや短期インターンシ

ップ、合同企業説明会、職業紹介までを一体的に支援するとともに、就職先の選択肢を広げてもら

うことを目的とした職域拡大イベントを県下各地で実施し、子育て期の女性の就業促進を図る。 

   また、長野地区と飯田地区において、ハローワークとの連携を強化するモデル事業を実施し、就

職希望者に対して国と県が合同で対応することにより、子育て期の女性の更なる就業促進を図る。 

 

 

第４節  障がい者の雇用促進 

    

 長野労働局等との連携により、障がい者雇用率制度の周知、障がい者雇用推進のための普及啓発、

職場実習の支援及び知事表彰を実施し、障がい者の雇用を促進する。 

  

第１ 障がい者雇用促進・職場定着支援事業（予算額 35,632千円） 

   民間企業等の事業所に就労する障がい者の職場定着のため、事業所内で障がい者を支援する「キ

ーパーソン」としての支援者を養成するための研修会を開催する。また、障がい者雇用セミナーや

合同企業説明会を開催し、障がい者の職業安定及び雇用の促進を図る。（株式会社綜合キャリアト
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ラストに委託して事業実施） 

 

第２ 障害者職場実習支援事業（予算額 45千円） 

   特別支援学校等の生徒を協力事業所での職場実習に参加させることにより、職業的自立に対する

意欲の醸成を図るとともに、卒業後の実社会への適応促進に資する。協力事業所に対しては、日数

に応じて謝金を支払う。 

  

第３ 障害者優先調達推進法による障害者就労施設等からの物品等の調達推進について 

   県内の障がい者の雇用及び福祉的就労の促進を図るため、随意契約により物品等の調達や印刷物

の発注を行う場合において、障がい者を多数雇用している事業者等を優先的に取り扱う「障害者多

数雇用事業者等からの物品等の調達」に加え、平成 25年４月から施行の「障害者優先調達推進法」

に基づく調達方針の策定により、各所属において優先発注に取り組んでいる。 

  

   長野県の調達目標額  29,000千円（平成 26年度） 

              45,000千円（平成 27年度※） 

（※平成 29年度目標としていた上記の額を早期に達成） 

 

第４ 障がい者雇用優良事業所等知事表彰 

 障がい者の雇用の促進と職業の安定を図るため、障がい者の積極的な雇用に努めている事業所及

び模範的職業人として長期勤務されている優秀勤労障がい者に対し、表彰を行っている。 

 

【障がい者雇用率】 

                                      （平成 26 年６月１日現在） 

区  分 長野県 全国 法定雇用率 

民間企業 1.96％ 1.82％ 2.0％ 

国・地方公共団体 2.29％ 2.42％ 2.3％ 

教育委員会 2.01％ 2.09％ 2.2％ 

   ※ 長野県（知事部局）、長野県教育委員会の雇用率は、それぞれ 2.63％、2.00％。 

 

 【障がい者雇用率（民間企業）の推移】                （各年６月１日現在） 

 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

長野県 1.69％ 1.72％ 1.78％ 1.82％ 1.83％ 1.88％ 1.96％ 

全 国 1.59％ 1.63％ 1.68％ 1.65％ 1.69％ 1.76％ 1.82％ 

 

 

 

 



―雇用の促進― 

18 

【産業別の雇用状況】 

                                      （平成 26 年６月１日現在） 

 建設業 製造業 情報通信業 運輸業 卸・小売業 金融・保険 

企 業 数 56 577 37 76 202 19 

障害者数(人) 109.5 2,436.0 85.5 188.0 568.5 175.5 

雇 用 率 1.57％ 1.97％ 1.54％ 1.88％ 1.53％ 1.81％ 

雇用不足数 31.0 324.0 20.0 33.0 174.5 18.5 

 

飲食・宿泊 医療・福祉 教育・学習 複合サ-ビス サービス業 その他 計 

35 231 19 24 158 34 1,468 

142.5 950.5 44.5 213.5 461.5 72.0 5447.5 

1.89％ 2.34％ 1.56％ 1.87％ 2.30％ 2.33％ 1.96％ 

21.5 105.0 9.5 28.5 104.5 28.0 898.0 

 

 

【障がい者の求職登録者数の推移】 

（参考） 障がい者の新規求職者及び新規求職者の最近の状況（ハローワーク扱い） 

（各年度集計） 

 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

新規求職者 
2,634 

（1,115、451、1,068） 

3,060 

（1,186、502、1,372） 

3,236 

（1,085、526、1,625） 

3,410 

（1,142、538、1,730） 

有効登録者 
4,096 

（1,777、799、1,520） 

4,540 

（1,898、855、1,787） 

4,993 

（1,941、949、2,103） 

5,256 

（1,969、954、2,333） 

新規就職者 
1,260 

（515、259、486） 

1,488 

（525、281、682） 

1,586 

（514、298、774） 

1,792 

（567、341、884） 

    (注) 新規求職者、新規就職者の下段の括弧内は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等の順

で内訳を表示 

 

 

第５節 高年齢者の就業支援 

 高年齢者の活力ある地域社会づくりを促進し、経済社会の活力を維持するために、高年齢者が社

会で活躍し続けることは極めて重要である。そのため、長野労働局及びハローワーク等との連携に

より、シルバー人材センターの支援を通じて、高年齢者の雇用促進を図る。 

  

第１ シルバー人材センター支援事業（予算額 6,582千円） 

60歳以上の高年齢者を対象に臨時的、短期的又は軽易な仕事を提供し、労働能力の活用と地域社

会への参加、貢献を通じて生きがいの充実を図るため、シルバー人材センター事業を推進する。 

具体的には、公益社団法人長野県シルバー人材センター連合会が実施する、各地域のシルバー人

材センター（以下「拠点センター」という。）の円滑な運営のための以下の取組に対し助成を行う。 
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・就業先の開拓、会員の拡大 

・拠点センターへの指導・助言、センター職員を対象とした各種研修会  など 

［拠点センター設置数：21、設置市町村数：66（平成 27年３月末現在）］ 

 

第２ 高年齢者継続雇用推進のための啓発 

高年齢者の安定的な雇用確保のため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保

措置についての啓発を行い、高年齢者の雇用促進を図る。 

 

    ＜参考：高年齢者の雇用状況（平成 26年６月１日現在）＞ 

   ≪企業規模 31 人以上の県内企業 2,649 社対象≫  

   【雇用確保措置の実施状況】                     （単位：社） 

 実施済み（割合％） 未実施（割合％） 計 

企 業 数 2,619（98.9%） 30（1.1%） 2,649 

 

【雇用確保措置の内訳】 

 
定年の廃止 

（割合％） 

定年の引上げ 

（割合％） 

継続雇用制度の 

導入（割合％） 
計 

企 業 数 49（1.9%） 396（15.1%） 2,174（83.0%） 2,619 

 

【希望者全員が 65 歳以上まで働ける企業の割合】 

 

 

合 計 
報告した 

すべての企業 
定年の定め 

の廃止 

65 歳以上 

定年 

希望者全員 

65 歳以上 

継続雇用 

企 業 計 

（割合％） 

49 

（1.8%） 

396 

（14.9%） 

1,566 

(59.1%) 
2,011 

2,649 

(100%) 

中 小 企 業 

(31～300 人) 
49 385 1,469 1,903 2,444 

大 企 業 

(301 人～) 
０ 11 97 108 205 

 （注）長野労働局「平成 26年６月１日現在の長野県内の高年齢者雇用状況」による。 

 

 第３ 「人生二毛作社会の仕組みづくり」検討事業 

高年齢者が長年培った豊富な知識、技術、経験などを活かす形で、積極的に就業、創業や社会活

動を行うことができる「人生二毛作社会」実現の新しい仕組みを検討する県民会議を開催している。 

※ 人生二毛作推進県民会議…経済団体、労働団体、創業関係団体、福祉団体、国、市町村等 21

団体で構成 
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 第６節 人材の確保 

 

長野県へのＩターンやＵターンを希望する一般求職者や学生を対象に、長野労働局やハローワーク

等の関係機関と連携し、県内企業等の情報の発信、合同企業説明会、相談会の各種イベントを開催す

ることで、県内就職の促進を図る。 

 

 第１ 銀座 NAGANOでの移住交流・就職相談の一体的実施 

 労働局と連携して、銀座 NAGANO の４階で、U・I ターン就職希望者への相談業務にハローワー

クの職業紹介業務を追加して、ワンストップで相談に対応する。 

 

 第２ 新規学卒者就職促進事業（予算額 48,757千円）【再掲】（第２節  若者の就業支援参照） 

 

 第３ 信州発しごと情報の泉による情報提供 

 県内の雇用や労働に関する情報の総合窓口（ポータルサイト）として、長野労働局及び（独）高

齢・障害・求職者雇用支援機構等の協力の下、県の公式ホームページの中に「信州発しごと情報の

泉」を設け、県の施策をはじめ、「しごと」に関する様々な情報をインターネットにより発信する。 

 

 第４ UIJ ターン助成金交付事業（予算額 105,466 千円） 

 企業等が、県外在住で専門的な能力等を有する者の中途入社に当たり、双方の見極めを図るため

に「お試し就業」を実施する場合に、一定期間の人件費相当額の半額を助成する制度を平成 27 年

度から実施する。 

 

 

第７節 就職困難者支援事業 

  

就職困難者のための就職サポート事業（無料職業紹介事業）（予算額 12,710 千円） 

   １ 支援対象者 

障がい者、母子家庭の母、中国帰国者、子育て期の女性 

   ２ 事業の概要 

(1) 実施体制等 

地方事務所商工観光（建築）課に設置の「女性・障がい者等就業支援デスク」で個々の求

職者に係る職業相談に応じ、必要な助言を行っている。また、ハローワークで受け付けた豊

富な求人情報を提供し、職業紹介を実施している。 

      実施にあたり、「求人開拓員」を以下の地方事務所に各１名配置している。 
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       ＜求人開拓員の配置先 （ ）内は担当地域＞ 

佐久（佐久・上小）、上伊那（諏訪・上伊那・木曽）、下伊那（下伊那）、 

松本（松本・北安曇）、長野（長野・北信） 

(2) 事業内容 

     ① 職業相談：求人開拓員が相談者（求職者）に職業選択や訓練などが効果的にできるよう

アドバイスを行う。 

     ② 求人開拓：求人開拓員が個々の求職者の状況に応じた求人開拓を行う。 

     ③ 職業紹介：紹介状を発行するとともに、求職者の面接に同行し、必要な支援を行う。 

     ④ 継続支援：就職後は就職先の企業からの相談に応じ、必要に応じた支援を行う。 

 

   ３ 事業の実績 

(1)事業開始以後現在までの実績（平成 16年５月から平成 27年２月まで） 

項目 
対象 相談件数 企業訪問数 求人開拓数 就職件数 

障がい者  16,287件      1,461 件 386人 

母子家庭の母 52,939件 3,488 件 320人 

中国帰国者 7,724件   357 件 242人 

子育て期の女性 1,311件   37件  15人 

合 計 72,396件 38,611社  5,336 件 962人 

※数値は求人開拓員、母子家庭等就業支援員、中国帰国者支援相談員の活動実績の総数 

※平成 26 年度における就職件数は、他機関等を通じて就職したものを含む 

※子育て期の女性は平成 26 年度から支援対象に追加 

 

(2)上記(1)のうち、平成 26年度における実績（平成 27年２月まで） 

項目 
対象 相談件数 企業訪問数 求人開拓数 就職件数 

障がい者 1,085件      109 件 51人 

母子家庭の母 2,582件 305 件 177人 

中国帰国者 380件   16件 15人 

子育て期の女性 1,529件   37件  15人 

合 計 5,576件 1,959社  5,336 件 962人 
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第８節 雇用創出基金事業 

 

第１ 緊急雇用創出基金事業（県全体予算額 1,557,975千円 うち労働雇用課予算額（市町村補助金等 

847,637千円） 

◇ 事業概要 

     地域の実情に応じた「人づくり」を支援するため、御嶽山噴火災害の被災地を含め、雇用の

拡大と処遇の改善を推進する。 

     また、栄村では長野県北部地震からの復興推進に向け、基金を活用して地域における雇用の

受け皿を創出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急雇用創出基金事業 比較表 

事業名 
生涯現役・全員参加・世代継
承型雇用創出事業 

起業支援型地域雇用創造事業 地域人づくり事業 

国交付額 3.0億円 23.3億円 22.3億円 

趣旨 

震災被災地で被災求職者を雇
用しモデル的な雇用機会を創
出 

地域に根差した事業の起業
等を支援し、失業者の雇用の
場を確保 

地域の多様な人づくりを通
じて雇用の確保と在職者の
処遇改善を図る 

事業実施期間 平成27年度末まで 

平成25年度末まで 

※平成25年度中に雇用を開
始した事業は平成26年度末
まで実施可 

平成26年度末まで 

※平成26年度中に開始した
事業は平成27年度末まで実
施可 

事業対象地域 栄村 県内全域 

雇用対象者 被災求職者 失業者 

事業主体 栄村 県及び市町村 

事業実施機関 企業、NPO等に委託 

 

 

 

【長野県】 

【市町村】 

補助 

10/10 

 

 

 

民間企業  

ＮＰＯ等  

委託 

委託 

失
業
者
・在
職
者 

 

 

交付 

【国】 

 

交付金 

基金の造成 

雇用 

 

支援 
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第２ 基金事業の予算額及び雇用創出人数  

                         （単位：千円、人） 

区     分 

地域人づくり事業 
起業支援型 

地域雇用創造事業 

栄村関連事業 

（震災・雇用復興） 
計 

予算額 
雇用 

人数 
予算額 

雇用 

人数 
予算額 

雇用 

人数 
予算額 

雇用 

人数 

H26 
当

初 

県  分 637,388 664 992,890 180 － － 1,630,278 844 

市町村分 1,117,450 280 721,755 286 156,740 60 1,995,945 626 

計 1,754,838 944 1,714,645 466 156,740 60 3,626,223 1,470 

H27 
当

初 

県  分 1,120,787 451 － － － － 1,120,787 451 

市町村分 377,375 71 － － 59,813 18 437,188 89 

計 1,498,162 522 － － 59,813 18 1,557,975 540 

※市町村分の雇用人数は国の基準額に基づく試算による。 

 

第３ 緊急雇用創出基金事業費（基金繰入額）及び雇用人員  

（単位：千円、人） 

年度 
県 事 業 市町村事業 合    計 

金  額 
雇用創出 
人員 

金  額 
雇用創出 
人員 

金  額 
雇用創出 
人員 

H 2 0～ H 2 5 実 績  9,642,488 8,790 10,394,272 15,056 20,036,760 23,846 

H26 実績見込 1,661,126 844 1,236,876 626 2,898,002 1,470 

H27 当初予算 1,120,787 451 437,188 89 1,557,975 540 

合    計 12,424,401 10,085 12,068,336 15,771 24,492,737 25,856 

 


